
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  財産評価基本通達の改正案                 

Ｑ：財産評価基本通達の改正に対する意見

公募があったそうですが、どんな内容だった

のですか？ 

                                              

Ａ：次のような内容のものでした。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から財産評価基本通達の

一部改正(案)に対する意見公募が行われまし

た。内容は次のようなものでした。 

 ①上場新株予約権の評価 

  上場会社が、既存の株主に対して新株予約

権無償割当てを行い、その新株予約権自体

が金融商品取引所に上場される場合の新株

予約権の評価方法が明らかにされました。 

 ②ストックオプションの定義 

  上場新株予約権の評価を新設することに伴

って、ストックオプションの定義の改正が

行われます。 

 ③証券投資信託受益権の評価 

  証券投資信託受益証券のうち、上場されて

いるものは、上場株式における権利落や配

当落に相当する事象が生じることから、こ

れらを評価方法に反映させる内容の改正が

行われます。 

 ④受益証券発行信託証券等の評価 

  金融商品取引所に上場される受益証券発行

信託の受益証券(ETN)の評価方法が明らか

にされます。 

 ⑤公開途上にある株式の評価 

  公開途上にある株式の定義及び株式の公開

価格の定義について、所要の改正が行われ

ます。 
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